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代理人申請持参物確認表 
 ▼代理人確認欄                                                   　 　担当者確認欄▼

 ① 申請者本人の運転免許証  
　　※ 失効した運転免許証では、手続はできません。                        　

② 千葉県公安委員会指定の委任状兼承諾書及び誓約書     

③ 申請者本人が自ら申請できない理由を証明するもの 
　　　　　　　　　　　　　　　　 (入院証明書、入所証明書、診断書等)

④ 代理人の身分証明書 
　（運転免許証、国民健康保険資格確認書、個人番号カード等）

 ⑤ 申請者本人と代理人との関係を確認できるもの
 
   同居の親族（住所と名字が同じ｡）
 
 　 　運転免許証、国民健康保険資格確認書、個人番号カード等
 
   別居の親族（同居の親族で、名字が違う場合も同様）
 
  　 　戸籍謄本、（※代理人の前住所」が申請者住所と同一の場合は「住
 　　 民票」でも可）
 
   病院・介護施設等職員
 
 　 　病院・介護施設等の身分証明書
 
   福祉関係の有資格者
 
  　   福祉関係の有資格者であることを証明するもの
 
   成年後見人

 
　   成年後見人であることが確認できるもの

⑥ 申請と同時に記載事項の変更をする場合                                
 　　変更内容を確認できる書面（住民票等）

 ⑦ 運転経歴証明書を申請する場合
 

  手数料　１，１５０円
 

  申請者本人の写真  
 　（縦３㎝×横２．４㎝、６ヶ月以内撮影、胸から上の正面、無帽・背景なし） 
 　※　詳細は、事前に千葉県警察ホームページ又は申請場所受付窓口にご確認くだ

　　さい。規定に合わない写真は、受付できない場合があります。

※１　マイナ経歴証明書の代理人による申請はできません。 
※２　不明な点は、申請をする千葉運転免許センター、流山運転免許センター、警察署にお問
　　合わせください。 


